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※令和４年１月１日時点で
本市に住民登録のある人

事業所得（農業・営業など）、
不動産所得、雑所得、
一時所得、利子所得、
配当所得などがある場合

令和 3 年中（令和 3 年 1 月 1 日～令和 3 年 12 月 31 日）にどんな収入がありましたか？

主に年金収入収入なし 主に給与収入

※源泉徴収の対象とならない公的年金等（外国で支払われる年金）の支給を受けている人は確定申告が必要です
泫１ 各種控除（医療費控除など）の申告により、所得税が還付されたり、令和4年度市県民税が減額される場合があります。また、青色
　　申告や分離所得、損失の繰越申告・繰越控除、住宅借入金特別控除、外国税額控除等の申告をする人は確定申告が必要になる場合
　　があります。詳しくは税務署にお問合わせください
泫２ 確定申告を提出すると、住民税の申告を行ったことにもなります。「住民税・事業税に関する事項」欄の記入漏れにご注意ください 

申　告　不　要　泫１申　告　不　要　泫１ 住 民 税 申 告　泫１住 民 税 申 告　泫１ 確 　定 　申 　告　泫２確 　定 　申 　告　泫２
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、

除

　
令
和
３
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
と
令
和
４
年
度
市
県
民
税
の
申
告
相
談
・
受
付
を
、
期

間
中
、
キ
ラ
リ
エ
草
津
の
ほ
か
、
市
内
各
会
場
（
４
ペ
ー
ジ
参
照
）
で
行
い
ま
す
。（
草
津

税
務
署
や
キ
ラ
リ
エ
草
津
で
は
市
県
民
税
の
申
告
受
付
は
で
き
ま
せ
ん
）
な
お
、
所
得
税
の

還
付
申
告
は
、
２
月
15
日
㈫
以
前
で
も
税
務
署
で
受
付
け
て
い
ま
す
。
今
年
の
会
場
は
草
津

税
務
署
か
ら
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。
詳
細
は
「
■
草
津
税
務
署
主
催
・
キ
ラ
リ
エ
草
津(

市

民
総
合
交
流
セ
ン
タ
ー)

で
の
申
告
」（
3
ペ
ー
ジ
）
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
各
申
告
会
場
に
来
場
の
際
の
お
願
い

◦
37
・
５
度
以
上
の
発
熱
、
咳
な
ど
の
風

邪
の
症
状
が
あ
る
場
合
、
入
場
を
お
断

り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

◦
マ
ス
ク
の
常
時
着
用
、
検
温
、
手
指
消

毒
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

◦
少
人
数
で
ご
来
場
く
だ
さ
い

◦
筆
記
用
具
、計
算
機
を
お
持
ち
く
だ
さ
い

■
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
で

　
確
定
申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
画
面
の
案

内
に
従
っ
て
金
額
を
入
力
す
る
と
、
税
額

な
ど
が
自
動
計
算
さ
れ
、
確
定
申
告
書
が

作
成
で
き
ま
す
。

【
申
告
書
の
提
出
方
法
】

①
印
刷
し
て
提
出

②e-Tax(

電
子
申
告
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
な
ど
が
必
要)

国
税
庁
…https://w

w
w

.nta.go.jp

税
の
申
告
納
税
は
お
早
め
に

■
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告

所
得
税
と
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申

告
は
、
納
税
者
が
１
年
間
に
生
じ
た
す
べ

て
の
所
得
の
金
額
と
そ
れ
に
対
す
る
所
得

税
と
復
興
特
別
所
得
税
の
額
を
計
算
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
申
告
漏
れ
に
な

ら
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
申
告
を
す
れ
ば
税
金
が
還
付
さ
れ
る
人

①
令
和
３
年
中
に
一
定
の
要
件
で
住
宅
を

取
得
、
入
居
し
、
住
宅
ロ
ー
ン
の
あ
る
人

②
令
和
３
年
中
に
多
額
の
医
療
費
を
支
払

っ
た
た
め
、
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人

③
災
害
、
盗
難
に
遭
っ
た
た
め
、
雑
損
控

除
を
受
け
る
人

④
年
の
途
中
で
退
職
し
、
年
末
調
整
を
受

け
て
い
な
い
人
な
ど

 
申
告
相
談
・
受
付　
２
月
16
日
㈬
～
３
月
15
日
㈫
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申
告
に
必
要
な
も
の

◦
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
の
わ
か
る

書
類
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド

(

氏
名
・
住
所
な
ど
の
記
載
事
項
に
変
更

が
な
い
、
ま
た
は
正
し
く
変
更
手
続
が
取

ら
れ
て
い
る
も
の
の
み
）)

◦
顔
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許

証
な
ど
）

◦
源
泉
徴
収
票（
給
与・年
金
所
得
の
あ
る
人
）

◦
収
支
内
訳
書
や
青
色
申
告
決
算
書
（
事
業

所
得
や
不
動
産
所
得
が
あ
る
人
）

◦
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
な
ど

◦
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
な
ど
の
支
払

額
の
証
明
書

◦
医
療
費
通
知(

医
療
保
険
者
発
行
の
も
の)

ま
た
は
所
定
様
式
の
明
細
書
、
保
険
な
ど

で
補
填
さ
れ
た
金
額
の
分
か
る
も
の
（
医

療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、
あ
ら
か
じ
め

医
療
費
の
合
計
額
を
計
算
し
、
明
細
書
を

作
成
し
て
く
だ
さ
い
）

◦
家
屋
（
土
地
）
の
登
記
事
項
証
明
書
、
売

買
（
請
負
）
契
約
書
の
写
し
、
借
入
金
の

年
末
残
高
証
明
書
（
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
を
受
け
る
人
）

◦
還
付
先
口
座
が
わ
か
る
も
の
（
本
人
名
義
）

◦
税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
た
「
確
定
申
告
の

お
知
ら
せ
」
は
が
き

◦
筆
記
用
具
と
計
算
機

■
医
療
費
控
除
の
申
告

◆
事
前
に
明
細
書
を
作
成
し
ま
し
ょ
う

◦
領
収
書
の
提
出
が
不
要
と
な
り
、「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
の
添
付
が
必
要

で
す
。
医
療
費
の
領
収
書
は
自
宅
で
５

年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
、
税
務
署

か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
提
示
ま
た

は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

◦
医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
医
療

費
通
知
を
添
付
す
る
と
、
明
細
の
記
入

を
省
略
で
き
ま
す
。医
療
費
通
知
と
は
、

健
康
保
険
組
合
な
ど
が
発
行
す
る
「
医

療
費
の
お
知
ら
せ
」
な
ど
で
す
。

※
医
療
費
通
知
の
発
行
に
つ
い
て
は
、
加

入
す
る
健
康
保
険
組
合
な
ど
に
ご
確
認

く
だ
さ
い

※
医
療
費
助
成
な
ど
に
よ
り
、
医
療
費
通

知
に
記
載
さ
れ
て
い
る
自
己
負
担
額
と

実
際
の
負
担
額
が
異
な
る
場
合
は
、
助

成
を
受
け
た
金
額
を
差
し
引
い
て
く
だ

さ
い

※
医
療
費
通
知
に
保
険
者
番
号
、
被
保
険

者
記
号
・
番
号
の
記
載
が
あ
る
場
合
、

そ
の
番
号
部
分
を
復
元
で
き
な
い
程
度

に
塗
り
つ
ぶ
し
て
く
だ
さ
い

■
ふ
る
さ
と
納
税(

寄
附
金
控
除)

の
申

告
漏
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

◦
①
②
の
場
合
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
の
適

用
を
申
請
し
て
い
て
も
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
、
そ
の
年
の
ふ
る
さ
と
納
税
の
全
額
に

つ
い
て
所
得
税
の
確
定
申
告
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
な
ど

の
理
由
で
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提

出
す
る
場
合

②
ふ
る
さ
と
納
税
先
の
自
治
体
数
が
６
団
体

以
上
と
な
る
場
合

■
草
津
税
務
署
主
催
・
キ
ラ
リ
エ
草
津

(

市
民
総
合
交
流
セ
ン
タ
ー)

で
の
申
告

　
今
年
の
会
場
は
草
津
税
務
署
か
ら
キ
ラ

リ
エ
草
津
に
移
り
ま
す
。
期
間
中
は
草
津

税
務
署
に
は
確
定
申
告
作
成
会
場
を
開
設

し
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
申
告
書
の
提
出
の
み
の
場
合
は
従
来

通
り
草
津
税
務
署
で
受
付
け
ま
す
。

期
間
…
２
月
16
日
㈬
～
３
月
15
日
㈫

時
間
…
平
日 

９
時
～
17
時

　
　
　
（
受
付
は
16
時
ま
で
）

※
還
付
申
告
は
、
申
告
期
間
前
で
も
草
津

税
務
署
で
受
付
を
し
て
い
ま
す

※
草
津
税
務
署
の
駐
車
場
は
２
月
１
日
か

ら
３
月
15
日
ま
で
利
用
で
き
ま
せ
ん

※
入
場
に
は
「
入
場
整
理
券
」
が
必
要
で

す
。
入
場
整
理
券
の
配
布
状
況
に
応
じ

て
早
め
に
受
付
を
終
了
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。「
入
場
整
理
券
」
は
、
会
場

で
の
当
日
配
付
か
、
無
料
通
信
ア
プ
リ

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
通
じ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
事
前

発
行
で
取
得
で
き
ま
す

※
草
津
税
務
署
や
キ
ラ
リ
エ
草
津
で
は
市

県
民
税
の
申
告
受
付
は
で
き
ま
せ
ん

■
税
理
士
に
よ
る
無
料
相
談

  

日
時
…
２
月
22
日
㈫ 

９
時
30
分
～
12
時

13
時
～
15
時
30
分

 

場
所
…
栗
東
市
商
工
会
館
３
階
研
修
室
Ｃ

（
Ｊ
Ｒ
手
原
駅
前
）

※
混
雑
状
況
に
よ
り
早
め
に
相
談
受
付

を
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

※
土
地
・
建
物
・
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
、

贈
与
税
、
相
続
税
の
申
告
に
つ
い
て

は
、
税
務
署
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

問
草
津
税
務
署 

☎
5
6
2
・
1
3
1
5

■
日
曜
日
の
申
告
・
相
談

大
津
・
草
津
税
務
署
の
合
同
申
告
書
作

成
会
場
が
開
設
さ
れ
ま
す
。

日
時
…
２
月
20
日
㈰
、
27
日
㈰  

９
時
～
16
時

(

多
数
の
来
場
者
が
あ
っ
た
場
合
、
時
間

内
で
も
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す)

場
所
…
大
津
税
務
署(

草
津
税
務
署
に
は

会
場
を
設
け
て
い
ま
せ
ん)

※
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い

■
次
の
人
は
税
務
署
主
催
の
会
場
で
申
告
し

て
く
だ
さ
い
（
市
役
所
で
は
受
付
で
き

ま
せ
ん
）

◦
土
地
や
株
式
の
譲
渡
所
得
、事
業
所
得
、

不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
人

◦
雑
損
控
除
を
受
け
る
人

◦
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
）
を
初
め
て
受
け
る
人

国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

@
kokuzei
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問税務課 市民税係 
☎ 551-0106 ＦＡＸ 551-2010

月　日 申　告　会　場 受　付　対　象　自　治　会

２月 16 日㈬

市役所 ( ２階 )

安養寺（東・西・南区・北区・団地・一区・レークヒル）、赤坂、日吉が丘

２月 17 日㈭ 下戸山、下戸山親交、下戸山グリーンハイツ、リバティーヒル下戸山、きららの杜、上鈎

２月 18 日㈮ 川辺、川辺住宅、川辺県営住宅、灰塚、平葉、川辺グリーンタウン

２月 21 日㈪ 手原、手原団地、大橋、大橋住宅

２月 22 日㈫ 岡、目川、目川住宅、坊袋、旭町、新屋敷、小柿四区

２月 24 日㈭ コミュニティセンター葉山東
( ２階 )

林、小野、小野南、小野北、北尾団地、栗東ニューハイツ

２月 25 日㈮ 伊勢落、六地蔵、六地蔵団地

２月 28 日㈪ コミュニティセンター葉山
( ２階 )

辻、小坂、今土、葉山団地

３月１日㈫ 宅屋、中、出庭、清水ケ丘

３月２日㈬ コミュニティセンター大宝西
( １階 )

小平井（一区・二区・三区・四区・五区・香鳥）、十里、明日香、美里

３月３日㈭ 霊仙寺、霊仙寺住宅、海老川、北中小路

３月４日㈮ コミュニティセンター治田西
( １階 )

小柿（一区・二区・三区）、日の出町、中沢、中沢グローバル、中沢団地

３月 7 日㈪ 下鈎（甲・乙・糠田井）、湖南平、北浦団地

３月８日㈫

コミュニティセンター大宝東
( ウイングプラザ３階 )

蜂屋、野尻、リソシエ栗東グランディス、グレーシィ栗東エクサーブ、ジオコー
ト栗東、ルネスピース栗東ステーションスクエア、綣東、綣南、ウイングビュー、
リーデンススクエア、ネバーランド、エスリード栗東

３月９日㈬
綣（北出・南出・花園・七里・成和・南橋）、大宝団地、グレーシィ栗東（オーブ・
ビステージ・セレージュ・デュオ）、サーパス栗東駅前、エスリード栗東第２、　
エスリード栗東駅前パークレジデンス、西浦、円田団地、苅原、市川原、笠川

３月 10 日㈭
コミュニティセンター金勝

( ２階 )

山入、辻越、蔵町、中村、トレセン

３月 11 日㈮ 上向、下向、川南、中浮気団地、東坂、観音寺

３月 14 日㈪ 美之郷、浅柄野、雨丸、ルモンタウン、片山、走井、成谷、井上

３月 15 日㈫ なごやかセンター 市内全域

市の申告会場での申告

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場への入場を制限しながら受付を行います。
また、今後のコロナウイルス感染状況によっては、申告相談の開催予定が変更・中止となる
場合があります。その際は市ホームページなどでお知らせします

※入場時にはマスク着用、検温、手指消毒にご協力ください
※自治会により割り振りをしていますが、指定の日に都合が悪いときは、他会場へお越しください
※市役所正面駐車場が満車の場合は、市役所前旧中央公民館跡地仮設駐車場・南側栗東第１駐車場を利用ください
※申告の手引きなどで「添付または提示」とされている証明書、領収書などは申告書に添付していただきます
※税務署発行の利用者識別番号を持参された場合は、原則添付書類を返却します

市では、各会場を巡回し、申告相談を受付けます。
※市役所税務課窓口では相談受付は行いません。記入済みの申告書の受領は行います

受付時間　９時～ 15 時


	名称未設定

